
３．災害リスクを踏まえたまちづくりに関する他都市の事例について

3.3 移転事業の事例

図３ʷ７ 「熊本県土砂災害危険住宅移転促進事業」の概要

○熊本県は、土砂災害特別警戒区域内からの移転を促進する「熊本県土砂災害危険住宅移転促進事業」を行っている。（図３－７）
〇青森県黒石市は、昭和50年の豪雨被害を受け、防災集団移転促進事業を行った。（図３－８）

図３ʷ８ 青森県黒石市の防災集団移転促進事業

○対象
・土砂災害特別警戒区域内にある建築物で、自己用住宅（賃貸住宅除く）として使用しているもの

○主な交付要件
・これまで住んでいた住宅の除却
・土砂災害警戒区域外への移転
・熊本県内への移転
・土砂災害特別警戒区域内に、区域指定日前から居住していること

○補助金額
・上限額 300万円／戸
・住宅除却費、移転経費、住宅建設・購入費、移転先住宅のリフォーム代等

昭和50年 集中豪雨により、川沿いの集落が被災

出典：水災害対策とまちづくりの連携のあり方検討会 第１回資料３－２
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昭和51年 被災を契機に、近隣の高台に27戸が集団移転

昭和52年 集中豪雨により、再び氾濫従前地は浸水したものの、移転団地は被害なし

出典： 熊本県土砂災害危険住宅移転促進事業（チラシ）



４．災害リスクを踏まえたまちづくりに関する県内の取組状況と市町意見

4.1 県内の取組状況 【厚木市立地適正化計画】

○厚木市は、市域の東部に相模川等の洪水浸水想定区域、西部に土砂災害警戒区域等が点在するなどの災害リスクが存在していることから、ハザードエリアと都市機能等の重ね合わせによるリスクの分析結
果を踏まえて、県内で初めて防災指針を定める立地適正化計画を作成。（図４－１）

○防災指針に定める取組方針を踏まえて、具体的な施策として、届出による居住誘導区域への立地誘導、河川整備、土砂災害対策等を定めている。（図４－２）
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図４ʷ１ 厚木市の防災指針における取組方針

出典：厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画

図４ʷ２ 施策の展開
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４．災害リスクを踏まえたまちづくりに関する県内の取組状況と課題
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4.1 県内の取組状況 【立地適正化計画】

出典：藤沢市立地適正化計画

図４ʷ３ 藤沢市の居住誘導区域、防災対策先導区域等の範囲

○藤沢市は、災害ハザードエリアについて、居住誘導区域外としたうえで、市独自の防災対策先導区域に設定し、当該区域内における届出制度を活用し、区域内で開発行為を行う事業者や住民に対し、区域設
定の趣旨を周知、ハザード状況や避難対策の状況、避難方法等の周知をおこなっている。（図４－３）



4.2 県内市町の取組状況 【アンケート及びヒアリング結果】

【災害レッドゾーン等での都市計画制度の活用】

■ 災害ハザードエリア内における土地利用規制について
○土地利用の規制については、市街地の多くが各種災害のハザードエリアに含まれることから難しいという意見が多数。

４．災害リスクを踏まえたまちづくりに関する県内の取組状況と市町意見

【住宅等の移転事業について】
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＜意見等＞
・居住誘導区域から災害レッドゾーンの除外を検討中。(令和３・４年度で立地適正化計画見直し予定)
・居住誘導区域に指定している災害ハザードエリアにおける具体的な減災・防災対策の手法の立案が課題。
・中心市街地が災害ハザードエリアにあたるため方策について検討中。
・立地適正化計画により、居住誘導区域を設定し適切な土地利用誘導に努めている。今後も、災害ハザードエリアなどにおいては、必要に応じ立地適正化計画の見直しを行い、適正な土地利用誘導が図られるよう、居住誘導区域の見直しを行う。なお、
河川整備などにより、水害発生リスクが軽減等される区域も存在するため、下流域から計画的な整備推進を図る必要があると考えている。

＜意見等＞

・沿岸部は津波の浸水が想定されているが、魅力的な住宅地であり、市内外の人が訪れる観光資源でもあるため、移転等、土地利用のコントロールだけでは対応しきれず、ある程度の

災害を受容しつつ引き続き居住、来訪者を受け入れるための方策を検討する必要があると考えている。その合意形成などの調整に苦慮するのではないかと考えている。
・市街化区域の大部分で災害ハザードエリアに指定されていることから、厳格な土地利用の規制・誘導が困難。ソフト面による災害対策に重点を置くことが想定される。
・今後も市街化区域内の人口密度は100人/ha以上が続くものと想定しているため、災害ハザードエリア外に土地利用を誘導することは、更なる過密が生じ、クラスター化などの災害リス

クが深刻化することも懸念。
災害ハザード情報を周知徹底する等のソフト面での対策を推進するとともに、様々な災害リスクを分析することで、より正確で有用な情報を共有していくことが重要であると考えている。

・市街化区域において、一部土砂災害及び浸水被害のリスクがあるエリアが存在するため、ハザードマップ等による事前の情報発信と災害発生時の情報提供により、被害の軽減を図っ
ていく。

・災害レッドゾーン（土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域）については、立地適正化計画に定めた居住誘導区域から除外する。市西部域の居住誘導区域の大半が浸水想定
区域となっていることから、ソフト対策を中心として適切な防災・減災対策を検討していく。

・市街化区域内の大半が浸水想定区域となるため、規制や誘導の方策立案が難しい。
・都市マスタープランにおいて、災害発生リスクのある地域における各種災害に係るハザードマップ等の周知により、災害を回避する土地利用を誘導するものと位置付けている。

＜意見等＞
・土砂災害特別警戒区域内に居住する方に対して、当該区域等の外に移転する場合に、除却費や建設費を補助する事業を国庫補助事業を活用し、今年度から実施している。

また、居住誘導区域に移転する場合は、市独自の取組として移転費用の加算をしている。

■ 防災移転事業について
○防災移転事業については、１市町で実施中であるが、ほとんどの市町において「特になし・検討なし」

■ 災害ハザードエリア内の土地利用誘導について
○土地利用の誘導については、立地適正化計画の活用をあげる市町が複数あった。

■ 災害レッドゾーンなど災害の危険性が高いエリアの逆線引きについて
○災害レッドゾーンなど災害の危険性が高いエリアの逆線引きについて、将来的な逆線引きの必要性は感じてはいるが、地権者との合意が難しいなどの課題があるいう意見が多数。
○地権者から現段階で要望や相談は無い。
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